
・７月１２日（議会開会日）
全員協議会で、中電による説明と質疑
・7月１８日（議会：私の各個質問）
安全協定について質問しました
・７月２０日 中電による住民説明会
・７月２５日（議会：原発特別委員会）

中電による住民説明会に関しての報告と島
根原発3号機審査申請に関しての市民から
の陳情の審議

・8月1日（議会最終日）
全員協議会で、執行部による、島根原発3号
機審査申請に関しての米子市の意見（案）に
対しての質疑

■島根原発3号機審査申請に関連した陳情に
ついて
提出団体：島根原発･エネルギー問題県民連絡会
陳情第2号
中国電力との間で｢事前了解権｣を認める安全

協定を締結することについて
陳情第3号
｢事前了解権｣を認める安全協定締結まで､島

根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査
申請に関する判断を行わないことについて
陳情第4号
中国電力に対して､島根原子力発電所3号機の

新規制基準適合性審査に関する市民説明会開催
を求めることについて
陳情第5号
市民の理解が進むまで､島根原子力発電所3号

機の新規制基準適合性審査申請に関する判断を
行わないことについて
陳情第6号
島根原子力発電所に係る｢検討委員会｣設置を

鳥取県に求めることについて
陳情第7号
島根原子力発電所に係る｢検討委員会｣設置を

島根県に求めることについて
陳情第8号
鳥取県に設置を求めた｢検討委員会｣が､十分

な審議を終えるまで島根原子力発電所3号機の
新規制基準適合性審査申請に関する判断を行わ

ないことについて
陳情第9号
島根県に設置を求めた｢検討委員会｣が､十分

な審議を終えるまで島根原子力発電所3号機の
新規制基準適合性審査申請に関する判断を行わ
ないことについて
陳情第10号
実効性ある｢避難計画｣を策定するまで､島根

原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申
請を行わないよう中国電力に求めることについ
て

提出団体：エネルギーの未来を考える会
陳情第13号
島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性

審査申請について､住民が十分に理解できるよ
うに､多くの個所で時間をかけて丁寧な説明会
をすることを中国電力に求める陳情
陳情第14号
立地自治体と同じ｢事前了解権」のある安全

協定に改定されるまで､中国電力に対して島根
原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申
請を認めないことを求める陳情
陳情第15号
島根原子力発電所2号機･3号機が稼働してい

る時､深刻な事故が生じた場合の放射性物質拡
散シミュレーションを提出することを中国電力
に求める陳情

提出団体：市民エネルギーとっとり
陳情第16号
島根原子力発電所3号機の適合性審査申請に

関する公聴会の開催を求める陳情
陳情第17号
島根原子力発電所に関する｢専門家委員会｣の

設置を鳥取県に求める陳情
陳情第18号
島根原子力発電所に係る事故リスクへの備え

について中国電力に情報公開を求める陳情
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
残念ながら採択されたのは第2号だけでした。
右に、各陳情に関しての、各議員の賛否一覧を
掲載します。
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陳情第2号は全会一致で採択されました。こ
れまでにも同様な陳情が採択されており、議会
の意思として「安全協定の立地自治体並みの内
容への改定」は定着しています。
安全協定の改定は、この数年にわたって、議

会や米子市当局は中国電力に要請を続けていま
すが、中電は一向に取り合おうとしません。
それにもかかわらず、陳情第3号「｢事前了解

権｣を認める安全協定締結まで､島根原子力発電
所3号機の新規制基準適合性審査申請に関する
判断を行わないことについて」が採択されなかっ
たことは残念です。不採択の理由として「より
高い安全性を求める上でも、知見や専門性を有

した原子力規制委員会による新規制基準適合性
審査を受けるべきである」ということですが、
後述するように「適合性審査」は、稼働をする
ための一つの手続きに過ぎず、安全（事故が起
きないこと）を保証するものではありません。
「稼働への手続き」に進むからこそ、その手

続きの前提となるルールを立地自治体と同じも
のにする必要があるのです。
また陳情第5号の「市民の理解が進むまで､～

適合性審査申請に関する判断を行わないことに
ついて」の不採択の理由が「「市民の理解が進
むまで」の判断基準が示されていない」という
ことでしたが、それこそ理解に苦しみます。
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